
別紙１
消防設備保守点検業務

当該業務は､日常的な保守､管理を主たる業務とし､もって良好な設備の維持と保全に努めることを目的とする｡

１　点検者の適任
（１）消防設備保守点検は、政令で定めるところにより､消防設備士免状の交付を受けているもの又は大臣が認めている資格を有するもの（消防設備点検資格者）のうちから点検者を選任しその資格を有する証となる書類を作成し、保存すること｡
（２）点検者として必要な点検内容及び機器の操作等点検業務に熟知している者をあてること｡

２　点検及び報告
（１）消防設備の点検は 消防法施行規則に定める期間ごととする（９月、２月頃）。
（２）点検を実施した結果は、維持台帳に記録するとともに、消防長又は消防署長に報告すること。

３ 点検業務の内容
（１）消防設備概要表に記載する消防用設備の種類毎に消防法施行令で定める技　術上の基準に従って機能が維持されているかどうか定期点検を実施し､その結果を作成し、保存すること｡
（２）点検の結果､設備等に故障箇所を発見した場合は､速やかに修理すること｡

４　その他
　　消防設備概要表に記載されている設備の更新等を行った際には、その状況に応じて消防設備概要表を読み替えるものとする。
　
消防設備概要表
	消  防  用  設  備
	型  式  ･  口  径  等
	数量
	摘  要

	１  自動火災報知設備
	
	
	

	 ・受信機
	Ｐ型  １級  15回線
	1
	ニッタン(株)

	 ・差動式スポット型感知器
	感第  6-1号
	48
	〃

	 ・定温式スポット型感知器
	感第  2-34号
	19
	〃

	 ・煙感知器
	感第  4-37号
	29
	〃

	 ・発信器
	発第  45-12-8号
	6
	〃

	 ・表示灯
	ＰＬ-Ｒ4
	6
	〃

	 ・電鈴
	ＢＤ-6-24-7
	6
	〃

	 ・消火栓起動連動装置
	ＳＴＭ-60Ｎ-2 A 
	2
	〃

	 ・電源装置
	24V
	1
	

	２  非常放送設備
	
	
	

	 ・アンプ
	120V   WA-930
	1
	松下電器産業(株)

	 ・スピーカー
	WS-6500,6520  WS-1005
	35
	〃

	 ・アッテネーカー
	WZ-572,WZ550／3-515
	15
	〃

	 ・常用電源
	
	1
	

	 ・非常電源
	
	1
	

	３  誘導灯
	
	
	

	 ・信号装置
	FF90053,FF90054
	2
	松下電工(株)

	 ・誘導灯
	
	22
	

	４  自家発電設備
	
	
	

	 ・原動機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ)
	S4S9形
	1
	三菱重工業(株)

	 ・交流発電機
	53ＫＶＡ   CFC形  
	1
	三菱電機(株)

	 ・制御装置
	PG-57L形
	1
	〃

	 ・始動装置
	電動機始動式
	1
	〃

	 ・燃料水タンク
	搭載型   40㍑
	1
	〃

	５  消火栓設備
	
	
	

	 ・消火栓ポンプユニット
	50φ×300㍑／min×45ｍ×200V×5.5KW
	1
	

	 ・ﾄﾞﾚﾝﾁｬｰﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
	40φ×140㍑／min×45ｍ×200V×3.7KW 
	1
	

	６　消火器具
	
	
	

	・粉末消火器（ABC）
	10型等
	21
	





別紙２
地下タンク等定期点検業務

１　地下タンク等定期点検(埋設配管を含む)について、年間計画を作成し、保存すること。

２　この業務に従事する者は有資格者とし、その資格を有する証となる書類を作成し、保存すること。

３  年間計画に基づき､消防法（ 昭和２３年７月２４日法律第１８６号 ）第１４条の３第２号の規定による､定期点検及び点検記録書の作成等を実施し､その結果を記録し保存すること｡

４  測定の結果問題点があった時は､各種調査等を行い、原因を追求し改善策を具体化し実施すること｡

５  業務に使用する測定機器等は性能の優れているものを使用すること｡

６  地下タンク等気密試験の型式及び容量
（１）地下コロッケ式タンク外面エポキシコーテｨング   ３，０００㍑ 
（２）オイルサービスタンク　　　　　　　　　　　　　　８７．９㍑
（３）送油管



別紙３
機械設備保守管理業務

当該は､日常的な保守管理を主たる業務とし､良好な設備の維持と保全に努めることを目的とする｡

１  保守管理者
（１）保守管理者として、１名以上の有資格者を業務にあたらせることとする｡
（２）保守管理者名簿を作成し、保存しなければならない｡又、保守管理者に変更のあった場合も同様とする｡
（３）保守管理者は必要な機械設備の保守管理業務に関する知識技能を修得している者をあてること｡
（４）業務中における事故及び建物、設備等の損傷防止に十分注意を払うとともに業務の万全を期すること｡
（５）公的資格を要する業務に従事する者については、当該資格を有することの証の書類を作成し、保存すること。

２  保守管理状況等の保管
（１）保守管理業務の年間実施計画を作成し、保存すること。
（２）保守管理業務の完了ごとに報告書を作成し、保存すること。

３　点検内容・回数
保守管理業務を行う主な機械設備の点検内容・回数は次のとおりとする｡なお、各設備が更新及び廃棄された場合は、読み替えて対応するものとする。


機械設備保守点検内容及び回数
	１  
	冷房切替・暖房切替（点検を含む） 
	計２回

	２  
	冷房切替・暖房切替（点検を含む)
	計２回

	３  
	缶体清掃
バーナー清掃点検・真空状態確認・油系統点検
	年１回
年２回

	４  
	異常音・振動Ｖベルト・コイル・モーター点検
フィルター清掃  
	年２回
年２回

	５  
	異常音・振動・モーター・メカニカルシール点検
絶縁測定 
	年１回
年１回

	６   
	動作確認（蒸気発生状況）、電極等清掃
	年２回

	７  
	動作確認
	年１回

	８  
	異常音・振動・モーター
Ｖベルト点検・ベアリング給油
	年２回
年２回

	９  
	フィルター清掃
	年２回

	10  
	異常音･振動・スイッチ点検・フィルター清掃
	年２回

	11  ファンコイルユニット
	フィルター清掃
	年1回

	12  
	フィルター清掃
	年1回

	13  
	水張り・水抜き・不凍液濃度チェック
	年２回

	14  
	各機器作動確認･各端子チェック
	年２回

	15  地下オイルタンク・オイルサービスタンク 
	内部清掃・気密テスト・内部目視
	年1回

	16  屋内消火栓・ドレンチャー
	外観・機能点検・総合点検
	年２回





	
名      称
	仕                   様
	数量

	吸収式冷温水発生機
	灯油焚    矢崎総業(株)製
冷凍能力 181440kcal/h   加熱能力217730 kcal/h
最大消費電力  3φ×200V×2.884KW(暖房時2.944KW)
	1

	
	
	

	
	
	

	冷却塔
	超低騒音形  60RT   冷却能力329112kcal/h
消費電力  3φ×200V×2.1KW   矢崎総業(株)製
	1

	
	
	

	冷却水循環ポンプ
	80φ×65φ×1020㍑／min×12m×3φ×200 V×3.7KW 
	1

	冷温水循環ポンプ
	65φ×50φ×605㍑／min×12m×3φ×200 V×2.2KW 
	1

	空調機
	3φ×200 V×4P×7.5KW
	1

	
	
	

	
	
	

	
	3φ×200 V×4P×3.7KW 
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	温水機 (株)前田鉄工所
	鋳鉄製真空式  灯油焚  暖房能力160000 kcal/h
	1

	温水循環ポンプ
	40φ×167㍑／min×8m×3φ×200V×0.4KW
	2

	
	25φ×48㍑／min×10m×3φ×200V×0.25KW
	5

	電極式蒸気発生機
	3φ×200V×16KW(最大55.6A)
	1

	
	3φ×200V×5.8KW(最大20A)
	1

	加圧シスターン
	受水槽10㍑  20φ×20㍑／min×8m×205W
	4

	オイルポンプ
	自吸式  25φ×20㍑／min×15m×3φ×200V×0.4KW  
	1

	送風機
	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾕﾆｯﾄﾌｧﾝ 10000CMH×30mmag×3φ×200V×3.7KW 
	1

	
	消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾕﾆｯﾄﾌｧﾝ1600CMH×30mmag×3φ×200V×0.75KW 
	1

	大型ビル用ロスナイ
	固定式
	2

	業務用天吊ロスナイ
	(カセット型７   埋込型６)
	13

	ファンコイルユニット
	天吊カセット型 300タイプ
冷房能力4000kcal/h   暖房能力3800kcal/h
	2

	
	天吊カセット型 400タイプ
冷房能力4000kcal/h   暖房能力5000kcal/h
	2

	ファンコンベクター
	天吊カセット   暖房能力5000kcal/h
	5

	湯沸器
	ガス(ＬＰＧ) 瞬間型給湯機 ( ＦＩ型 ) 21号
	1

	電気温水器
	1φ×100V×1.1KW   12㍑
	1

	
	1φ×100V×1.5KW   20㍑
	1

	自動制御
	空調         横川ジョンソン
オイル       工技研    
送水         合金光
	

	
	
	





別紙４
舞台機構設備(天井板・幕等)の保守点検及び管理業務

当該業務は、舞台機構設備の性能を維持し、正常かつ円滑に稼動できるよう、その機能の維持補修に努めることを目的とする。

１　保守対象設備
（１）舞台幕等
	名　　　称
	名　　　称

	水引幕
	ボーダーライト

	源氏幕
	第一サスペンションライト

	緞帳
	第二サスペンションライト

	第一カスミ幕
	アッパーホリゾンライト

	第二カスミ幕
	天井反射板

	第三カスミ幕
	側面反射板（上手、下手）

	中割幕
	正面反射板

	バック幕
	スクリーンバリマスク

	第一袖幕
	美術バトン

	第二袖幕
	

	第三袖幕
	


（２）操作設備
	名　　称

	吊物制御盤

	舞台袖操作盤

	調整室操作盤



２　保守業務
　　定期点検は、次のとおりとする。
（１）舞台幕設備
ア　概観目視点検（ワイヤー、滑車、捲取ドラム等）
イ　動作点検・調整・強度確認
エ　電気的特性（電動機の絶縁抵抗等）
（２）操作設備
ア　外観目視点検
イ　内部清掃・点検
エ　全体動作点検・調整
オ　電気的特性

３　保守回数
　　定期保守は、年１回とする。

４　公的資格を要する業務に従事する者は当該資格を有することの証の書類を作成し、保存すること。
　
５　業務の実施に当たっては、職員、保守要員及び他の作業員の安全を確保すること。

６　業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法規を遵守すること。

７　保守点検終了後、点検報告書を作成し、保存すること。


別紙５
舞台調光設備の保守点検及び管理業務

当該業務は、舞台調光設備の性能を維持し、正常かつ円滑に稼動できるよう、その機能の維持補修に努めることを目的とする。

１　保守対象設備　
(１)調光装置
	名　　　称

	主幹盤

	調光盤

	制御盤

	操作卓


（２）照明器具
	名　　称

	ボーダーライト

	サスペンションスポットライト

	アッパーホリゾントライト

	ロアーホリゾントライト

	フットライト

	フロントサイドスポットライト

	シーリングスポットライト

	天反ライト

	フロアコンセント

	センターピンスポットライト

	移動器具



２　保守業務
（１）調光装置
ア　外観目視点検（部品・接続端子等）
イ　内部清掃・点検（部品・接続端子等）
ウ　全体動作点検・調整
エ　電気的特性（絶縁抵抗、入出力電圧、信号出力、調光出力特性等）
（２）照明器具　　　　
ア　外観目視及び内部点検（ケーブル・器具・取付金具等）
イ　器具外部清掃
ウ　取付調整
エ　電気的特性（絶縁抵抗等）

３　回数
　　保守点検は、必要に応じて実施する。

４　現場代理人等
公的資格を要する業務に従事する者は当該資格を有することの証の書類を作成し、保存すること。

　５　安全管理
この業務の実施に当たっては、職員、保守要員及び他の作業員の安全を確保すること。

６　遵守義務
この業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法規を遵守すること。

７　書類の記録
保守点検終了後、次に掲げる書類を作成し、保存すること。
（１）点検報告書
（２）その他必要な書類


別紙６
舞台音響設備の保守点検及び管理業務

当該業務は、舞台音響設備の性能を維持し、正常かつ円滑に稼動できるよう、その機能の維持補修に努めることを目的とする。

１　保守対象設備
（１）音響設備
	名　　　称
	点検項目

	設置型音声調整卓
	動作テスト

ヒヤリングテスト

導通テスト

	パワーアンプ
	

	ワイヤレスマイクシステム
	

	コンプリミッター
	

	デジタルイコライザー
	

	グラフィックイコライザー
	

	カセットテープレコーダー
	

	ＣＤプレイヤー
	

	シグナルプロセッサー
	

	各種スピーカー
	

	各種コンセント
	



２　保守業務
（１）設置型音声調整卓
周波数特性、歪率特性及びＳ／Ｎ特性の測定
（２）機器全体
音響設備全体としての動作テスト

３　保守回数
常に使用可能な状態を維持できるよう、必要に応じ点検すること。
　
４　現場代理人等
公的資格を要する業務に従事する者は、当該資格を有することの証の書類を作成し、保存すること。

５　安全管理
この保守業務の実施に当たっては、職員、保守要員及び他の作業員の安全を確保すること。

６　遵守義務
この保守業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法規を遵守すること。

７　書類の記録
保守点検終了後、次に掲げる書類を作成し、保存すること。
（１）点検報告書
（２）その他必要な書類


別紙７
電動式移動観覧席維持・保守点検業務

１　設備の概要
　電動式移動観覧席　ＲＣＳ―２２０２　１８０席
　点検回数は、年１回とする。
２　保守点検項目
（１）本体外観点検
ア　支柱、貫材、ブレーシング、ローラーカバー、その他構造部材について、変形又は損傷の有無を確認すること。
イ　椅子、踏板、幕板、手摺りについて、損傷の有無を確認すること。
（２）組立接合部点検
ア　各部材を接合しているボルト、ナット、ピン類等について、脱落又は緩みの有無を確認すること。
（３）操作用スイッチ点検
ア　スイッチの接点について、損傷の有無を確認すること。
イ　本体との接続部、コネクター、ケーブル、スイッチボックスについて、損傷の有無を確認すること。
ウ　前進、後進、非常停止の各スイッチの機能について、異常の有無を確認すること。
（４）制御装置点検
ア　制御盤内各装置について、損傷の有無を確認すること。
イ　各リミットスイッチ等自動制御部品について、損傷の有無を確認すること。
ウ　引出し及び収納時に所定の位置に正しく自動停止可能か確認すること。
（５）駆動装置点検
ア　モーター、ギアーボックス、その他駆動部品について、損傷の有無を確認すること。
イ　モーター、ギアーボックス、その他駆動部品を固定しているボルト・ナットについて、緩みの有無を確認すること。
ウ　作動中モーターについて、異常な発熱又は音の発生の有無を確認すること。
エ　駆動個所等の必要部分に潤滑油等の塗布を行うこと。
（６）起立装置点検
ア　椅子の起立、収納が確実かつ円滑に連動可能か確認すること。
イ　椅子の起立伝道部品について、適正な間隙の有無を確認すること。
ウ　駆動個所等の必要部分に潤滑油等の塗布を行うこと。
（７）配線ケーブル点検
配線ケーブル及び結線部について、損傷の有無を確認すること。
（８）絶縁テスト
制御盤、モーター部の絶縁性を確認すること。
（９）報告書作成
点検完了後、保守点検報告書を作成し、保存すること。

別紙８
自動扉開閉装置保守点検業務
　
１　保守の対象物件
（１）寺岡式ドアエンジン「ヤヌス」各機種エンジン本体（ＳＯＶの場合はエンジン及びプ－リ－）
（２）コントロ－ルボックス
（３）マイクロスイッチ及び制御機構
（４）電気配線

２　保守点検
機械各部及び付属機器の調整点検を行い、常に新設時と同様な開閉状態を維持すること。

３　保守回数
　定期保守については、年２回とする。

４　保守点検終了後は、保守点検報告書を作成し、保存すること。


別紙９
昇降機設備保守点検業務

１　昇降機の計画点検等
昇降機設備の運転機能を常に安全かつ良好な状態を維持するため、計画的に点検するとともに、常時遠隔監視を行い、適切な点検及びプログラム整備を行うものとする。また、必要と認める場合は、修理、取替を行うものとする。

２　対象となる昇降機
　　油圧式乗用エレベーター　　ＨＰＦ－９－ＣＯ４５　２停止　　　１台

３　業務の内容
（１）定期的に昇降機の点検を行い、故障の防止に努めるとともに、不時の故障が発生した場合は、直ちに復旧にあたる。
（２）法令（建築基準法）に基づく昇降機の検査を毎年１回行うこと。
（３）装置の稼働状態に適応したプログラムによる整備を行い、定期点検による不具合指摘事項の対策を行うこと。
（４）意匠関係の清掃を３か月に１回実施すること。
（５）機器を遠隔監視するとともに、異常や不具合の発生時は、迅速な出動及び対策を行うこと。
　〔監視項目〕①閉じ込め②起動不能③安全装置動作④電源異常⑤主制御機器　　　　　　　　の状態⑥制御用マイコンの状態⑦走行異常⑧ドア異常
　
４　点検　
（１）毎月定期的に機器及び装置の点検を行い、必要に応じて給油、調整及び清掃を行うこと。
（２）点検の対象箇所、機器名及び内容については、下記のとおりとすること。
（３）点検終了後は、作業報告書を作成し、保存すること。
	
	点          検  ・  整          備

	機械室
関係
	○パワ－ユニット及びタンク廻り　○ポンプ及び電動機　
○オイルクラ－　○受電盤、制御盤、信号盤　○漏油回収装置

	出入口
関係
	○各階インジケ－タ　○各階ドア及びロック装置　○各階押しボタン

	乗かご
関係
	○かご廻り各機器及び非常止め装置　○ドア開閉装置　○運転盤
○外部連絡装置　○停電灯

	
昇降路
関係

	○主レ－ル　○各階ドア装置　○ブラケット関係
○各リミットスイッチ及び着床装置　○ロ－プ、ガバナロ－プ
○油圧ジャッキ装置、プーリー（スプロケット）　○テールコード
○各テンションプ－リ　○緩衝装置

	その他
	○地震管制装置　○火災管制装置　○停電時自動着床装置



	
	清                掃

	意匠
関係
	○三方枠　○かご内装　○ドア　○シル　○床、タイル





５　メンテナンス工事
（１）機器の摩耗・劣化を予測し、機能維持を図るため、機器の構成部品の修理・部品取替を行うこと。
（２）修理又は部品取替の範囲は下記のとおりとする。
	機械室
関係
	○パワ－ユニット

	エア・ブリーザー、ストレーナ、高圧ゴムホース、
圧力計、カムスイッチ取替、作動油湯取替

	
	○ポンプ及び電動機
	巻線替、ベアリング類、オイルシール取替

	
	○受電盤、制御盤
及び信号盤
	リレ－、計器類、コイル、抵抗類、半導体類、
コンデンサー類取替、スイッチ類取替

	
	○漏油回収装置
	油量検出スイッチ、ポンプモタ－取替

	出入口
関係
	



	ハンガロ－ラ、ハンガレ－ル、シュー関係、ドアクローザ取替、ドアスイッチ、シェード、インジケーター用ランプソケット、押ボタンスイッチ類取替、ドアロック機構修理

	乗かご
	





	運転盤関係ソケット及び各スイッチ類、ドアマシン関係及びドアマシン位置スイッチ、ドアハンガーローラー、ハンガーレール及びシュー関係、ガイドシュー又はガイドローラー、プーリー、カーライトの修理又は非常止め装置、秤装置用スイッチ類、光電装置機構部品取替

	昇降路
	




	テールコード取替、主ロープ(チェーン)、ガバナロープ、プーリー(スプロケット)及び各関係スイッチ類、緩衝器、ベアリング取替、シリンダー部、プランジャー部、グランド部パッキン及びオイルシール、Ｏリング類取替

	その他
	


	一般配線、配管、インターホン修理及び取替、地震管制装置、火災管制装置、停電時自動着床装置修理及び取替、監視装置の修理


　
６　品質検査
　　定期的に昇降機の総合的な機能を確認する検査を行うこと。
　
７　故障対応
　　故障等の緊急事態に備え、適切な処置が行えるようにすること。
　
８　法令に基づく検査
　　建築基準法（第１２条）又は労働安全衛生法（第１４条）による定期検査・性能検査を行うこと。
　
９　維持管理の情報サ－ビス
　　安全確保及び正しい利用法に関するＰＲ及び関係法令改正の連絡等の情報提供サ－ビスを行うこと。
　
10　作業中の運転停止
　　点検作業中は、昇降機の運転を休止することができるものとする。

11　資格の証明
　　公的資格を要する業務に従事する者については、当該資格を有する証となる書類を作成し保存すること。


別紙１０
施設の保安業務

１　内容業務
（１）滝沢ふるさと交流館（駐車場等の敷地を含む。）の風紀の維持、火災及び盗難の予防、取締り並びに警戒に当たるため、次の業務を行うこと。
　　ア　火災盗難等の事故防止及び初期処理
　　イ　敷地内の徘徊者、不審者等の発見及び不法行為の防止
　　ウ　各出入口及び各室の施錠、閉窓の確認点検
　　エ　各種電気器具、機械類の危険探知及び予防処置
　　オ　ガス器具及びガス元栓の点検処置
　　カ　水道等の水漏れの点検処置
　　キ　建築設備の破損、不良箇所の発見、応急処置及び連絡
　　ク　老朽電線の接触及びその他漏電による危険性の探知
　　ケ　防災盤の継続的な監視
　　コ　節電に留意し、必要な箇所を除き消灯
　　サ　危険物、可燃物の異常の有無点検
　　シ　不法行為者の侵入排除
　　ス　その他非常事態発生時における処置及び保安上必要な処置
（２）時間外における来館者の出入りについては特に監視し、無用な者の出入りの防止に当たること。
（３）休館日には、必要に応じ館内外の巡回を行うこと。
（４）巡回巡視に当たっては、特に次の事項に留意し、定められた時間及び経路を巡回巡視し、保安に努めること。
　　ア　施設及び景観の保全に留意し、清潔の保持に努めること。
　  イ　常に火気及び流水に注意すること。
ウ　戸締まり施錠の確認、駐車中の車両等に係る事故防止及びその他必要箇所の警戒監視。
　　エ　館内及び敷地内を徘徊する不審者等の排除。
オ　火災、盗難又はその他の事故が発生した場合は、適切かつ速やかに対処するとともに、市及び関係機関等へ連絡の上、その指示に従うこと。

２　自動警報警備（機械警備）
（１）警報装置は定期的に点検を行い、不具合箇所等が発見された場合は速やかに改修すること。
（２）警報装置は、警備対象施設で発生した異常事態を自動的に通報する機能を有すること。
（３）警報装置は、常に正常な機能を保持するよう管理すること。また、異常を発見した場合は、速やかに修理すること。
（４）万一警備時間中に警報装置に異常が発生し、警備業務に支障が生じると判断した場合は、代替警備対策を講ずること。
（５）警報装置の設置略図は別添のとおりとする。

３　保安状況については、報告書を作成し、保存すること。また、火災、盗難及びその他の事故等が発生した場合は、別途報告書を作成し、保存すること。


別紙１１
館内外の清掃業務

　当該業務は、日常的な定期清掃を主たる業務とし、良好な環境衛生の維持と建物等の保全に努めることを目的とする。
　
１　清掃範囲
　　清掃の範囲は、管理施設及びその周囲とする。

２　清掃作業員
作業員は、必要な作業要領及び機械器具の操作等清掃業務に関する知識、技能を有している者を充てること。

３　作業内容
　　清掃業務は、次の区分により行うものとする。
　　ア　日常清掃業務（常時）１，９２０㎡
　　イ　定期清掃作業（随時）
　　　　フローリング、カーペット、化学タイル部分、床及びガラスの清掃

４　施工計画書
（１）業務概要、作業対象、作業項目及び作業要領等を記載した業務実施計画書を作成し、保存すること。
（２）毎月の清掃実施計画表（月間定期清掃）を前月２５日までに作成し、保存すること。

５　清掃機械、器具、諸材料等　　
（１）作業に使用する機械、器具、諸材料等についてあらかじめ確認をすること。
（２）作業に使用する運搬器具等は、常に清潔なものを使用し、漏水及びほこりの散乱等を防ぐ装置をするとともに、運搬車の車輪はゴム製とし、車台の角部にはゴム覆いを取り付けること。
（３）洗剤、ワックス及び水掃、乾掃の布等は、清掃場所の材質に適合したものを使用すること。
（４）作業材料に引火又は爆発のおそれのあるもの並びにその他危険を伴うものを使用する場合は、確実に安全な措置を施した後使用すること。
（５）トイレットペーパー、石鹸、ゴミ袋等を負担し、常に補充しておくこと。

６　清掃作業要領
（１）床及び床以外の清掃
別表１「清掃作業場所別内容表」及び別表２「清掃作業対象別作業要領一覧表」のとおり、清掃対象箇所を誠実かつ丁寧に清掃し、きれいに仕上げるものとすること。
（２）集積した紙くず、茶がら、汚物等は、指定の場所に搬出して処理すること。
（３）作業のため机、椅子及びその他物品を移動する場合は、損傷しないように取り扱うとともに、作業終了後は元の位置に戻すこと。

７　作業報告
　　毎日の清掃業務が、完了した後、作業報告書を作成し保存すること。

９　安全衛生
労働安全衛生に十分配慮するとともに、特に危険を伴う作業については、必要な安全措置を施し事故防止に努めること。


別紙１２
館内草刈業務

１　業務内容
（１）業務に必要な道具及び材料を準備すること。
（２）除草は機械刈り又は手刈りとし、実施箇所に応じて効率的に行うこと。
（３）実施場所は、滝沢ふるさと交流館の敷地内とする。
（４）刈り取った草等は、適切に処分すること。

２　業務の実施
　　草等の繁茂状況に応じて、適切に業務を実施すること。


別紙１３
自家用電気工作物保安業務

当該業務は、自家用電気工作物の保守管理及び運用に関する保安を確保することを目的とする。

１　保安対象設備
（１）設備の概要
	施設名
	滝沢ふるさと交流館

	契約電力
	１８０ＫＷ

	設備容量
	２７５ＫＶＡ



（２）主要設備
	受電設備
	電線路及び配電設備
	負荷設備
	予備発電装置

	責任分界開閉器
	配電盤及び分電盤
	電動機
	発電機設備全般

	電線及び支持物
	低圧配線全般
	電熱設備
	起動装置全般

	引込みケーブル
	
	照明設備
	

	避雷器
	
	開閉器
	

	引込遮断機
	
	遮断器
	

	計器用変成器
	
	コンセント類
	

	受電用遮断器
	
	接地装置全般
	

	母線

	動力用変成器、
電灯用変成器

	高圧進相用コンデンサ

	保護継電器

	高圧盤

	低圧配電盤

	漏電警報器

	接地装置全般

	キュービクル



２　保安業務
（１）定期保安業務(主として法令で定められた業務)
（２）緊急保安業務(主として事故発生時)

３　公的資格を要する業務に従事する者は、当該資格を有することの証の書類を作成し、保存すること。
　　
４　業務の実施に当たっては、職員、保守要員及び他の作業員の安全を確保すること。

５　業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法規を遵守すること。

６　保守点検終了後は、業務報告書を作成し、保存すること。

７　契約電力、設備容量及び主要設備等に変更があった場合は、本仕様書は現況に応じ読み替えるものとする。


別紙１４
除雪業務

１　駐車場及び通路等は、積雪がおおむね１０ｃｍ以上となった場合、速やかに除雪し、駐車スペース等を確保すること。

２　次に掲げる事項を記載した作業計画書を作成し、保存すること。
（１）除雪機種及び担当範囲
（２）積雪時の体制
（３）添付書類（自動車検査証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し、運転免許証の写し及び除雪機械の写真）
３　除雪作業の開始時には積雪状況を確認し、完了後は作業内容を記録し保存すること。
４　作業の安全管理及び駐車場内の交通整理は、責任をもって行うこと。
５　作業前に駐車場付属物及び危険個所を点検し、事故防止に努めること。
６　除雪作業中の交通事故に備え、損害賠償保険等に加入すること。
７　除雪作業は、２人以上で行うこと。
８　使用者が円滑に駐車できるよう配慮すること。
９　冬期間は、避難出入口及び歩行者用通路を常に確保すること。

